
 

 

「第１０回全国公民館報コンクール」開催要項 

 

 第１０回全国公民館報コンクールを下記のように実施します。 

 

 

１．趣旨 

  公民館報のさらなる発展のためコンクールをおこない、公民館における広報

活動の資質向上を図る。 

 

２．主催 

    公益社団法人 全国公民館連合会 

 

３．後援 

   社会教育団体振興協議会 

   全国公民館振興市町村長連盟 

 

４．協賛 

   損害保険ジャパン株式会社 

   明治安田生命保険相互会社 

 

５．応募方法 

  A4 用紙に、次の①～⑭を４ページ程度にまとめてご提出ください（書式自

由）。また、公民館報の最近の３号分を、各１２部ずつご提出ください。 

   ① 公民館名 

  ② 公民館報名 

   ③ 連絡先（郵便番号・住所・電話番号・ファックス・担当者名） 

  ④ 発行の目的（１００字程度） 

   ⑤ 発行部数 

   ⑥ 当該公民館対象区域内世帯数 

   ⑦ 年間発行回数（例：年１２回） 

   ⑧ 年間経費 

（発行にかかる印刷代などの経費のみ。ただし人件費は除く） 

   ⑨ 制作方法（例：印刷会社に原稿を渡して制作、全て職員で制作等） 



 

 

   ⑩ 制作者（例：住民らで構成された編集委員会等） 

   ⑪ 制作にかかわっている、おおよその人数 

   ⑫ 主な編集方針 

（例：なるべく住民を登場させる、地域情報を盛り込む等） 

   ⑬ その他、特色ある事項 

（例：企業広告を入れている、イラストを小学生に描いてもらっている、 

全戸に配布している、町出身者には町外へも配布等） 

  ⑭ 最近受賞したことのある公民館は、前回からの主な改善点 

 

 

６．応募基準 

（１）応募できる公民館は、各都道府県公民館連合組織に加盟していること。 

※「公民館」という名称でなくとも応募可能です。 

（２）応募作品は、次の要件を満たしていること。 

①公民館（もしくは公民館で組織した広報委員会等）によって発行され 

ていること。 

    ②毎年、複数回（２回以上）発行していること。 

 

 

７．賞の種類 

    金賞・・・賞状、副賞５万円程度の賞品 

   銀賞・・・賞状、副賞３万円程度の賞品 

   特別賞・・・賞状 

   奨励賞・・・賞状 

 

   金賞とは、特に優れていると認められるもの 

   銀賞とは、金賞の次に優れていると認められるもの 

   特別賞とは、金賞や銀賞には該当しないが、特徴のある 

優れた取組を行っていると認められるもの 

   奨励賞とは、上位には入賞しなかったものの、 

今後の活躍が期待できるもの 

 

８．入賞作品の決定 

   応募された作品は、審査委員の審査を経て入賞等を決定します。 

 

 



 

 

９．締め切り 

   令和６年１１月１５日（金）（必着） 

 

10．発表 

   審査結果は、令和７年１月頃に公表いたします。 

  入賞した公民館及び都道府県の各公民館連合組織に通知するとともに、全 

国公民館連合会のホームページ、『月刊公民館』に掲載します。 

 

11．審査のポイント 

  （１）企画の切り口、記事の工夫等 

  （２）表現力、読みやすさ、表記の統一等 

  （３）紙面構成の見やすさ、親しみやすさ、文字の見やすさ、掲載写真等 

  （４）編集状況、発刊頻度等 

  （５）配付方法、ユニークな発想 

 （６）前回受賞した館は、前回からの改良点など 

 

12．備考 

  （１）同じ市町村でも、公民館単位で応募ができます。 

  （２）応募作品は原則として返却しません。 

 （３）応募いただいた作品等は、公表したり、全国の公民館 PR 力向上の 

ため、研修等で活用させていただいたりすることがあります。 

 （４）受賞した上位の公民館は『月刊公民館』に記事を寄稿していただき 

ます。 

  （５）実施要項は全国公民館連合会のホームページ 

     （https://kominkan.or.jp/）でもご案内しています。 

 

13. 応募・問い合わせ先 

  〒１０５－０００１ 

   東京都港区虎ノ門１－１６－８ 全国公民館連合会 館報コンクール係 

      電話：03-3501-9666  ファックス：03-3501-3481  

   E-mail：PR@kominkan.or.jp 

      担当：村上英己（むらかみひでき） 


